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指定管理者の指定について　(議案第30号)
管理を行わせる公の施設の名称 指定期間 指定管理者となる団体の名称

つがる市ふるさと創生物産広場 令和 ８ 年４月 １ 日から
令和13年３月31日まで

じょっぱりの里合同会社つがる市柏農産物加工技術開発センター 令和 ８ 年４月 １ 日から
令和 ８ 年６月30日まで

つがる市柏農産物加工センター 令和 ８ 年７月 １ 日から
令和13年３月31日まで

Ａ　
本
市
で
許
可
を
受
け
て
い
る
事

業
者
は
31
社
あ
る
。

　
申
請
件
数
に
つ
い
て
は
、
令
和
６

年
度
は
更
新
が
10
件
。
令
和
７
年
度

は
令
和
８
年
２
月
末
時
点
で
更
新
は

19
件
、
新
規
申
請
は
３
件
あ
っ
た
。

議
案
第
27
号

つ
が
る
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　
◎
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等

　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

　
　
施
行
に
よ
り
、
国
民
健
康
保

　
　
険
税
の
算
定
に
子
ど
も
・
子

　
　
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
を

　
　
加
え
る
と
と
も
に
、
国
民
健

　
　
康
保
険
特
別
会
計
の
財
政
状

　
　
況
や
納
税
者
の
経
済
的
負
担

　
　
を
考
慮
し
、
国
民
健
康
保
険

　
　
税
率
を
引
き
下
げ
る
ほ
か
所

　
　
要
の
改
正
を
す
る
た
め
提
案

　
　
す
る
。秋あ

き
た
や

田
谷　
建た
て
ゆ
き幸　

委
員　

Ｑ　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

が
創
設
さ
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
制

度
の
概
要
は
。

【
国
保
年
金
課
長
】

Ａ　
児
童
手
当
の
拡
充
な
ど
子
育
て

世
帯
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
拡
大

を
通
じ
て
、
子
ど
も
や
子
育
て
世
帯

を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
制
度
で
あ

る
。
財
源
と
し
て
、
令
和
８
年
度
よ

り
公
的
医
療
保
険
料
に
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
分
が
加
算
さ
れ
る
。

　
本
市
で
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、
国
保
つ
が
る
な

ど
を
活
用
し
て
周
知
す
る
ほ
か
、
納

税
通
知
書
に
概
要
等
を
掲
載
し
た
チ

ラ
シ
を
同
封
す
る
予
定
で
あ
る
。

三み
つ
は
し橋　
あ
さ
み　
委
員　

Ｑ　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
単
位
で
税
率
が
統
一
さ
れ

る
と
の
こ
と
だ
が
、
実
施
時
期
は
い

つ
か
。

【
国
保
年
金
課
長
】

Ａ　
本
県
に
お
い
て
は
、
令
和
12
年

度
の
税
率
統
一
を
目
標
に
作
業
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

人　
事　
案　
件

次
の
方
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し

た
。

議
案
第
34
号

◎
つ
が
る
市
教
育
委
員
会
教
育
長

　
　
山や

ま

や谷　
光て
る
の
ぶ寛　
さ
ん
（
再
任
）

　
任
期　

　
　
令
和
８
年
３
月
31
日
か
ら

　
　
令
和
11
年
３
月
30
日
ま
で

議
案
第
35
号
、
36
号
、
37
号

◎�

つ
が
る
市
固
定
資
産
評
価
審
査

　

委
員
会
委
員

　
　
奈な

ら良　
陽よ
う
い
ち一　

さ
ん
（
再
任
）

　
　
三み

か

み上　
み
つ
る　
さ
ん
（
再
任
）

　
　
工く

ど

う藤　
嘉か
つ
ひ
こ
津
彦　
さ
ん
（
新
任
）

　
任
期

　
　
令
和
８
年
３
月
31
日
か
ら

　
　
令
和
11
年
３
月
30
日
ま
で

第90号－つがる市議会だより


